
「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」に 

関する意見募集の実施について 

 

平成２９年１０月２日 

                                                            生涯学習政策局政策課 

 

 平成３０年度から開始する第３期教育振興基本計画の策定については、平成２８年４月

より中央教育審議会教育振興基本計画部会を中心に審議が行われており、現時点までの検

討の状況をまとめたものとして、平成２９年９月２８日（木）の中央教育審議会総会に「第

３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」を報告いたしました。 

 つきましては、答申に向けた今後の議論の参考とするため、本件に関し意見募集を実施

いたしますので、御意見等がございましたら、下記の要領にて御提出ください。 

 なお、下記の要領にのっとっていないものは受領いたしかねますので、御了承ください。 

 

【１．案の具体的内容】 

 →「第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について」参照 

 

【２．意見の提出方法】 

（１）提出手段   郵送・ＦＡＸ・電子メール 

（電話による意見の受付は致しかねますので、御了承ください） 

（２）提出期限   平成２９年１０月３１日（火） 必着 

（３）宛先 

住所：〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞ヶ関３－２－２ 

文部科学省生涯学習政策局政策課教育改革推進室 宛 

ＦＡＸ番号：０３－６７３４－３７１１ 

電子メールアドレス：shinkou@mext.go.jp 

（判別のため、件名は【第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経

過についてへの意見】として下さい。また、コンピューターウィルス対策のため、

添付ファイルは開くことができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい） 

 

【３．意見提出様式】 

・件名：【第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過についてへの意見】    

と明記してください。 

・氏名：法人又は団体の場合はその名称。 

・性別、年齢：法人又は団体の場合は記入不要。 

・職業：在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を記入。法人又は団    

体の場合は「団体」と記入。 

・住所：法人又は団体の場合は主たる事務所の所在地を記入。 

・電話番号 

・意見：御意見が１０００字を超える場合、その要旨を記載してください。 

・意見の分類：下記の①～㉘の分類番号から一つ選んで明記してください。 

※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に

別様としてください。（１枚１意見、１メール１意見としてください。） 

  

参考資料 



分類番号 意見の観点 

① 第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（概

要） 

② 今後５年間の教育政策の目標と主な施策群（ロジックモデル） 

 第３期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について 

 第１部 我が国における今後の教育政策の方向性 

③ Ⅰ 教育の普遍的な使命 

④ Ⅱ 教育をめぐる現状と課題 

⑤ Ⅲ 2030 年以降の社会を展望した教育政策の重点事項 

⑥ Ⅳ 今後の教育政策に関する基本的な方針 

 第２部 今後５年間の教育政策の目標と施策群（案） 

⑦ （１）確かな学力の育成 

⑧ （２）豊かな心の育成 

⑨ （３）健やかな体の育成 

⑩ （４）問題発見・解決能力の修得 

⑪ （５）社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成 

⑫ （６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進 

⑬ （７）グローバルに活躍する人材の育成 

⑭ （８）イノベーションを牽引する人材の育成 

⑮ （９）スポーツ・文化等多様な分野の人材の育成 

⑯ （１０）人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進 

⑰ （１１）人々の暮らしの向上と社会の持続的発展のための学びの推進 

⑱ （１２）職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付けるための社会人

の学び直しの推進 

⑲ （１３）障害者の生涯学習の推進 

⑳ （１４）家庭の経済状況や地理的条件への対応 

㉑ （１５）多様なニーズを持つ者への教育機会の提供 

㉒ （１６）新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制の整備等 

㉓ （１７）ICT 利活用のための基盤の整備 

㉔ （１８）安全・安心で質の高い教育研究環境の整備 

㉕ （１９）児童生徒等の安全の確保 

㉖ （２０）持続的な高等教育システムの構築 

㉗ （２１）日本型教育の海外展開と我が国の教育のグローバル化 

㉘ その他 

 
【４．備考】 

① 御意見に対して個別には回答致しかねますので、あらかじめ御了承願います。 

② 御意見については、氏名、住所、電話番号を除いて公表されることがあります。なお、

氏名、住所、電話番号については、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の

用途では使用しません。 

 

（生涯学習政策局政策課教育改革推進室） 


